
～遺産分割のながれ～

    
亡くなった方（被相続人）の遺産は、相続により相続人が取得することになりますが、遺言を残さずに亡くなった場合には、
被相続人の遺産は相続人全員が共有で取得している状態になります。そのため、共有状態となった遺産を具体的に配分
していく手続きが必要となります。これを遺産分割といいます。

1. 遺産分割協議とは
遺言がない場合は、法律で定められた相続人（法定相続人）が遺産を取得することになります。相続人が複数いる場合には、遺産
は相続人全員の共同相続財産（共有財産）となります。その共有財産を、具体的に誰が取得するのかを話し合うのが「遺産分割
協議」です。遺産分割協議は、相続人の全員が参加しなければ成立しません。全員が参加してない協議は無効になります。遺産
分割には特に期限はありません。ですが、相続税の申告期限（相続から１０ヵ月）までに遺産分割協議がまとまらないと、小規模
宅地の特例や配偶者軽減の適用が受けれないため相続税の負担が増加してしまう結果となります。
2． 遺産分割協議の流れ
税務調査が入る時期は、申告の翌年または翌々年の8～11月の場合が多くなっています。
もちろん、これ以外の時期に調査される場合や、3年後以降に連絡がある場合もあります。
3． 税務調査に選ばれやすい人、相続税の申告書とは
遺産分割は、「遺言」があればその内容にしたがい遺産分割をします。遺言がない場合には、「遺産分割協議」を行い遺産の取得
者を決めます。その協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」によって遺産分割を行います。それでもまとまらない場合
には「審判」による分割となります。さらに審判に納得できないときは「裁判」になります。
    ① 遺言による分割
　　  被相続人は遺言によって遺産分割の方法を指定できます。相続人は遺言によって指定された方法にしたがって具体的な
　　  分割を行います。
    ② 協議による遺産分割（遺産分割協議）
　　  遺言がない場合、遺言からもれている遺産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は、
　　  相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構いません。たとえば１人の相続人が遺産の全部を1人で取得しても
　　  構いません。そして遺産分割協議で合意した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。　
    ③ 調停による遺産分割（遺産分割調停）
　　  相続人全員による遺産分割協議がまとまらない場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることが
　　  できます。調停とは、調停委員が中立公正な立場で間に入り話し合いで分割内容を合意する手続きです。なお、合意後に
　　  作成される調停調書は判決と同一の効力があります。
    ④ 審判による分割
　　  調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行します。調停とはちがい審判では話合いではなく、家事審判官
　　  （裁判官）が職権で事実の調査及び証拠調べを行い遺産分割の方法を決めます。なお審判では、各相続人の相続分に反し
　　  ないような遺産分割が実行されることになります。
    ⑤ 裁判（高等裁判所による審理）
　　  審判に不服がある場合は、２週間以内であれば高等裁判所に不服の申立て（即時抗告）を行い高等裁判所で再審理をして
　　  もらうことが出来ます。不服の申立てをしないで２週間が過ぎた場合や不服申立てが認められなかった場合には審判は
　　  確定します。

      遺産分割協議のとき、「ちゃんと遺言書を残してくれていれば良かったのに！」と相続人の方々が
      口にされることをよく耳にしています。遺言があればその内容にしたがって遺産分割をすることが
      できます。「転ばぬ先の杖」として遺言書を作成することお勧めします。

RANZ OFFICE SUPPORTRANZ OFFICE SUPPORT

2024年8月  No.121号2024年8月  No.121号

わたしたちグループは、心地よい住まいのプランナーとして地域に貢献し、「信頼」される企業、「安心」を与える企業を目指します。わたしたちグループは、心地よい住まいのプランナーとして地域に貢献し、「信頼」される企業、「安心」を与える企業を目指します。

経済産業省は6月14日、「LPガス事業者連絡会」を

開催し、全国からオンライン参加を含む16の液化

石油(LP)ガスの販売事業者が出席した。7月2日から

改正省令が施行される「液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律」を受け、国からの

要請とともに、各社の決意や方針を表明した。法改正

が施行されると、LPガス事業者による過大な営業

行為が取り締まられる。賃貸住宅では主に、オーナー

に向けた営業行為の中で、エアコンなどLPガスとは無関係な設備を無償貸与することで、ガスを導入する

契約を結ぶことが禁止される。事業者連絡会の冒頭、経済産業省 資源エネルギー庁の定光裕樹資源・燃料

部長は「改正法の施行を待たずに、これまでの商慣行と決別する方針を自主的に宣言した事業者が多数

いる。商慣行の改革に向けた機運が非常に高まっていると感じている」と述べた。一方で、改正法が施行

されるまでの期間に、駆け込み営業が行われていることにも言及。1月には、注意喚起の要請文を公表。

特に目に余る行為に対しては、個別で事実関係を確認し、適切な対応を促してきたという。出席したLPガス

業界の大手各社に対し、定光資源・燃料部長は「法令遵守のための体制整備についてリーダーシップを

発揮してもらいたい」と要請した。加えて、取引先となる賃貸住宅オーナーや不動産管理会社、建設会社、

ブローカーや仲介会社への、改正法浸透の必要性を訴えた。今後経産省は、一定の期間で商慣行改革の

進捗(しんちょく)状況を有識者や消費者、関係省庁とともに監視・モニタリングしていく予定だ。特に、不動産

業界との連携を強化する方針を示した。最後に、出席企業16社が決意表明した。多くの企業が、4～5月に

各社のホームページに改正法に関わる方針を公表。改正法の勉強会の実施や、2025年4月2日に施行

される改正省令「三部料金制の徹底」に関わるシステム改修を含め、先行した取り組みが行われている。
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